
Ｊ
Ｒ

バ
ス

国
内
航
空

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ △

× × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ×
○ ○ × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ × × ×
44 45 46 46 47 48 48 48 49 49 50 51 56 58 59 59 61 61 62 62

（注）この一覧はあくまで目安です、詳しくは各窓口にお問い合わせください。 
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運賃の割引児
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扶
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当
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害
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年
金
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害
厚
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金

障
害
手
当
金

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

特
別
障
害
者
手
当

障
害
児
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祉
手
当

在
宅
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度
心
身
障
害
者
手
当

所
得
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の
障
害
者
控
除

町
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税
の
障
害
者
控
除

相
続
税
の
障
害
者
控
除

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
減
免

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
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除

Ｎ
Ｔ
Ｔ
無
料
番
号
案
内

携
帯
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話
基
本
使
用
料
等
の
割
引

精
神
障
害
等
そ
の
他
同
程
度

の
障
害
を
有
す
る
方

精
神
障
害
等
そ
の
他
同
程
度

の
障
害
を
有
す
る
方

軽
度
の
障
害
を
有
す
る
方

そ
の
他
精
神
障
害
・
特
定
疾

患
・
難
病
な
ど
の
方

国
民
年
金
１
級
相
当
の
障
害

が
重
複
す
る
方

6
5
歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者
手

帳
を
取
得
し
た
方
は
除
く

精
神
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
自
立

支
援
医
療
受
給
者
証
も
必
要

県
内
発
着
の
バ
ス
が
対
象
。
手
帳

に
は
写
真
の
貼
付
が
必
要
。

町
民
税
非
課
税
世
帯
全
額
免
除

世
帯
主
か
つ
契
約
者
半
額
免
除
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